
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 令和３年度弘前市臨時特別給付金給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部福祉総務課 

個人情報ファイルの利用目的 令和３年度弘前市臨時特別給付金給付対象者の確認のため。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（R3．12．10時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤＶ被害者、２０Ｄ

Ｖ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和３年度弘前市臨時特別給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和３年１２月１０日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和３年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部福祉総務課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
令和４年弘前市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務

給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部福祉総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和４年弘前市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務

給付対象者の確認のため。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（R4．9．30時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤＶ被害者、２０Ｄ

Ｖ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和４年度弘前市臨時特別給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和４年９月３０日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和４年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部福祉総務課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 令和４年弘前市価格高騰緊急支援助成金業務給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部福祉総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和４年弘前市価格高騰緊急支援助成金業務給付対象者の確認の

ため。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（R4．9．30時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤＶ被害者、２０Ｄ

Ｖ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和４年度弘前市臨時特別給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和４年９月３０日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和４年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部福祉総務課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 令和４年度弘前市臨時特別給付金給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部福祉総務課 

個人情報ファイルの利用目的 令和４年度弘前市臨時特別給付金給付対象者の確認のため。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（R3．12．10時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤＶ被害者、２０Ｄ

Ｖ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和４年度弘前市臨時特別給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和３年１２月１０日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和３年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部福祉総務課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 弘前市避難行動要支援者名簿管理ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部福祉総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
関係機関及び関係団体で避難行動要支援者名簿を共有し、災害時等

における避難行動要支援者の避難誘導、安否確認に利用する。 

記録項目 

1地区名、2町会名、3民生委員・児童委員名、4氏名、5住所、6電話

番号、7生年月日、8年齢、9性別、10家族構成、11登録要件（要支

援者の状況）、12緊急連絡先の氏名・続柄・住所・電話番号、13通

院中の病院名・担当医・電話番号、14利用中の居宅介護支援事業所

（相談支援事業所）・ケアマネージャー（相談支援専門員）・サー

ビス・電話番号、15住居環境、16地域支援者の氏名・住所・電話番

号、17避難場所、18避難時の必需品 

記録範囲 避難行動要支援者名簿登録申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
自力で避難することが困難な方のうち、避難行動要支援者名簿への

登録を希望する方が提出した申請書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 

弘前地区消防事務組合、弘前警察署、民生委員・児童委員、弘前市

社会福祉協議会、町会、自主防災組織、福祉事業者、その他避難支

援等の実施に携わる関係者 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部福祉総務課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 愛護手帳台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 愛護手帳の交付記録及び管理を行うため。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5保護者氏名、6保護者性別、7

保護者生年月日、8手帳交付日、9手帳発行者、10手帳番号、11障害

程度、12判定機関 

記録範囲 愛護手帳所持者 

記録情報の収集方法 本人及び家族から提出された療育手帳交付申請書、療育手帳 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 青森県障がい者相談センター、弘前児童相談所 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 障がい者に対する各種減免割引制度の申請ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 有料道路割引制度やNHK受信料割引制度等の手続きを行うため。 

記録項目 
1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5障害状況、6家族状況、

7課税状況 

記録範囲 各種減免割引制度対象者 

記録情報の収集方法 申請書、職員が調査したもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 NEXCO東日本、NHK 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療（育成医療）台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 育成医療受給者証の交付管理を行うため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5健康保険、6障害内容、7治療

法、8世帯課税状況、9負担区分、10医療機関 

記録範囲 育成医療受給者 

記録情報の収集方法 申請書、職員が調査したもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 委託医師 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療（更生医療）台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 更生医療受給者証の交付管理を行うため。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5健康保険、6身体障害者手帳、

7障害内容、8治療法、9特定疾病受給者証、10世帯課税状況、11負

担区分、12医療機関 

記録範囲 身体障害者手帳所持者でかつ更生医療受給者 

記録情報の収集方法 本人から提出された更生医療受給者証交付申請書、身体障害者手帳 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 青森県障がい者相談センター 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療（精神通院医療）台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害者総合支援法に定められている事務の適正な執行のため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５連絡先、６保護者情報、

７保険情報、８精神障害者保健福祉手帳番号・有効期間満了日、９

受給者番号、１０医療機関情報、１１世帯状況、１２収入状況、１

３診断書情報、１４個人番号 

記録範囲 自立支援医療（精神通院医療）制度を申請したもの 

記録情報の収集方法 対象者等から提出される申請書類等に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 弘前保健所 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 重度心身障害者医療費受給者台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
弘前市重度心身障害者医療費支給条例に定められている事務の適

正な執行のため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５連絡先、６保護者情報、

７保険情報、８各障害者手帳番号・有効期間満了日、９受給者番号、

１０世帯状況、１１収入状況、１２口座情報、１３受診履歴、１４

個人番号 

記録範囲 重度心身障害者医療費受給資格を有するもの 

記録情報の収集方法 対象者等から提出される申請書類等に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の交付管理 

記録項目 
1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5健康・病歴、6障害・身

体状況、7家族状況、8課税状況 

記録範囲 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業対象者 

記録情報の収集方法 申請書、職員が調査したもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 障害児通所サービスファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害児通所サービスの支給記録及び管理を行うため。 

記録項目 

1保護者氏名、2住所、3性別、4生年月日、5対象児氏名、6性別、7

生年月日、8障害区分、9利用サービス、10市県民税、11収入状況、

12負担区分、13計画相談事業所、14利用目的、15サポート調査項目 

記録範囲 障害児通所サービス利用者 

記録情報の収集方法 
保護者から提出された障害児通所サービス支給申請書、職員が調査

したもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 国保連合会 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当の認定及び支

給のため。 

記録項目 

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6国籍・本籍、

7健康・病歴、8障害・身体状況、9家族・親族状況、10収入状況、

11公的扶助 

記録範囲 障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当対象者 

記録情報の収集方法 申請書、職員が調査したもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に

関するファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等のため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6障害・身体状況、

7家族状況、8親族関係、9職業・職歴、10公的扶助、11取引状況 

記録範囲 相談者（通報者）、対象者及び養護者等 

記録情報の収集方法 
相談者（通報者）、対象者及び養護者等からの通報、職員が調査し

たもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 青森県障がい福祉課 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 障害福祉サービスファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害福祉サービスの支給記録及び管理を行うため。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5障害区分、6支援区分、7利用

サービス、8主治医医療機関、9市県民税、10収入状況、11負担区分、

12計画相談事業所、13利用目的 

記録範囲 障害福祉サービス利用者 

記録情報の収集方法 
本人等から提出された障害福祉サービス（障害児通所サービス）支

給申請書、職員が調査したもの。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 国保連合会 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳の交付記録及び管理を行うため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5手帳交付日、6手帳発行者、7

手帳番号、8主障害、9障害内容、10障害程度 

記録範囲 身体障害者手帳所持者 

記録情報の収集方法 本人から提出された身体障害者手帳交付申請書、身体障害者手帳 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 青森県障がい者相談センター 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 精神障害者保健福祉手帳台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 精神障害者福祉保健手帳の交付記録を行うため。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5手帳交付日、6手帳発行者、7

手帳番号、8障害等級、9添付書類、10主たる障害、11従たる障害、

12診断医療機関 

記録範囲 精神障害者保健福祉手帳所持者 

記録情報の収集方法 
本人及び家族から提出された精神障害者保健福祉手帳申請書・診断

書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 弘前保健所 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 地域生活支援事業ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 地域生活支援事業の支給記録及び管理を行うため。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6健康・病歴、7障

害・身体状況、8家族状況、9親族関係、10婚姻歴、11職業・職歴、

12学業・学歴、13収入・課税状況 

記録範囲 地域生活支援事業利用者 

記録情報の収集方法 本人等から提出された支給申請書、職員が調査したもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 日常生活用具台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 日常生活用具の交付管理を行うため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5身体障害者手帳、6世帯課税状

況、7日常生活用具、8負担区分、9業者 

記録範囲 日常生活用具利用者 

記録情報の収集方法 
本人等から提出された日常生活用具支給申請書、職員が調査したも

の 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 補装具台帳 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 補装具の交付管理を行うため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5身体障害者手帳、6世帯課税状

況、7補装具、8負担区分、9業者 

記録範囲 補装具利用者 

記録情報の収集方法 
本人等から提出された補装具支給申請書、判定書、職員が調査した

もの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 青森県障がい者相談センター 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部障がい福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 生活保護システム情報ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護業務の正確で迅速な運用のため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日、６国・本籍、

７続柄、８世帯員氏名、９世帯員生年月日、１０世帯員性別、１１

前住所、１２通知先、１３障害、１４財産状況、１５収入、１６公

的扶助、１７保護開始年月日、１８保護停廃止年月日、１９併単区

分、２０家賃額、２１就労状況、２２他法、２３扶養義務状況、２

４担当民生委員、２５生活保護費支給額、２６生活保護費支払状況、

２７医療扶助状況、２８介護扶助状況 

記録範囲 生活保護受給対象者（停廃止者含む） 

記録情報の収集方法 本人の申請及び同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部生活福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 令和５年度弘前市生活支援臨時給付金給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 令和５年度弘前市生活支援臨時給付金給付対象者の確認のため 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４主任

状況、１５住民対象フラグ（令和5.12.1時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤⅤ被害者、２０Ｄ

Ⅴ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和５年度弘前市生活支援臨時給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和５年１２月１日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和５年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部生活福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
令和５年度弘前市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給

付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和５年度弘前市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給

付対象者の確認のため。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（令和5.6.1時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤⅤ被害者、２０Ｄ

Ⅴ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 
令和５年度弘前市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給

付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和５年６月１日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和５年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部生活福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 令和５年度弘前市物価高騰緊急支援給付金給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和５年度弘前市物価高騰緊急支援給付金給付対象者の確認のた

め。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（令和5.12.1時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤⅤ被害者、２０Ｄ

Ⅴ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和５年度弘前市物価高騰緊急支援給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和５年１２月１日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和５年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部生活福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 令和６年度弘前市生活支援臨時給付金給付対象者リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 令和６年度弘前市生活支援臨時給付金給付対象者の確認のため。 

記録項目 

１申請書番号、２世帯番号、３個人番号、４氏名、５生年月日、６

性別、７受付登録日、８進捗状況、９不支給事由、１０支給金額、

１１辞退者フラグ、１２支給金額合計、１３振込先口座、１４承認

状況、１５住民対象フラグ（令和6.6.3時点）、１６住所、１７社

会福祉施設入所者、１８児童施設入所者、１９ＤⅤ被害者、２０Ｄ

Ⅴ加害者、２１申請書送付日、２２支給日 

記録範囲 令和６年度弘前市生活支援臨時給付金給付対象者 

記録情報の収集方法 
・弘前市住民基本台帳（令和６年６月３日現在） 

・弘前市住民税課税台帳（令和６年度） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部生活福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 生活困窮者自立支援統計システム 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
自立相談支援窓口における相談業務の円滑な運営に資することを

目的とし、相談業務において知り得た情報を適切に管理する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４住所、５電話番号、６家族関係等個人

の属性に関わる基本情報、７健康状態、８疾病、９障がい、１０健

康等に関する情報、１１就労・通学等に関する情報、１２収入、１

３資産、１４債務等経済的状況、１５福祉制度利用状況、１６生活

歴、１７抱えている課題等、１８その他相談業務において知り得た

情報 

記録範囲 生活困窮者自立相談支援窓口における相談者 

記録情報の収集方法 相談業務での聞き取りや本人から提出される各種申請書類など 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 
弘前市福祉部生活福祉課（就労自立支援室）、弘前市企画部法務文

書課 

所在地 

036-8003 

青森県弘前市大字駅前町9番地20 ヒロロ３階 

036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町1番地1 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 総合事業利用者綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部介護福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際に、本人の審

査のために利用する。 

記録項目 1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性別、5住所 

記録範囲 
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書を提出した者

（過去５年分） 

記録情報の収集方法 

当市に住所を有する６５歳以上の高齢者で介護保険法施行規則第

１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める

基準様式第１に記入された内容が同基準様式第２に掲げるいずれ

かの基準に該当した者 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 弘前市地域包括支援センター（市内７カ所） 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部介護福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 

弘前市介護予防・日常生活支援総合事業の利用を取消すときは、弘

前市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の第６条第５項に基

づき、取消すことができる。 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

□電算処理ファイル 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部介護福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険法に基づく介護保険資格記録管理、保険料賦課・収納、認

定事務、受給者管理、給付実績管理にかかる事務を行うため 

記録項目 

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5被保険者番号、6被保険者資格

情報、7被保険者世帯情報、8介護保険料賦課・収納情報、9申請情

報、10認定審査情報、11認定情報、12居宅サービス計画情報、13介

護保険自己負担割合情報、14介護保険給付情報、15受給者減免・減

額情報、16償還払給付情報、17高額費情報（高額介護サービス費及

び高額医療合算介護サービス費）、18住民税情報、19固定資産税情

報、20生活保護情報、21介護保険に関する書類の送付先情報、22介

護保険に関する還付及び振込先口座情報 

記録範囲 
弘前市に住民登録を有する者、弘前市以外の施設に入所し、弘前市

で介護保険資格を管理している者 

記録情報の収集方法 
本人及び介護保険事業者からの届出、市区町村等からの通知、職員

が調査等をしたもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部介護福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険負担限度認定 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部介護福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険負担限度額認定にかかる記録管理を行うため 

記録項目 
1施設種別、2送付先、3決定年月日、4被保険者番号、5氏名、6利用

者負担段階、7被保険者種別、8適用期間、9配偶者の有無 

記録範囲 
弘前市に住民登録を有する者、弘前市以外の施設に入所し、弘前市

で介護保険資格を管理している者 

記録情報の収集方法 
本人及び介護保険事業者からの届出、市区町村等からの通知、職員

が調査等をしたもの 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市福祉部介護福祉課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 


